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問 

南
魚
沼
地
域
振
興
局

　
県
税
部 

収
税
課

　
☎
７
７
２
・
２
６
６
５

自
動
車
税（
種
別
割
）の

納
期
限
は
５
月
31
日
㈫
で
す

　
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
、
地
域
振
興
局
県
税
部
の

窓
口
で
納
付
で
き
ま
す
。
ま
た
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
の

Ｐペ

イ
ａ
ｙ
Ｐペ

イ
ａ
ｙ
、
Ｌラ

イ

ン

Ｉ
Ｎ
Ｅ 

Ｐペ

イ
ａ
ｙ
に
よ
る
納
付
や
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
も
納
付
で
き
ま

す
。

　
納
期
限
ま
で
に
必
ず
納
付
し
て

く
だ
さ
い
。

問 

生
涯
ス
ポ
ー
ツ
課

　
☎
７
７
３
・
６
６
３
０

体
育
施
設
の
利
用
調
整
会
議

調
整
期
間　

　
７
月
９
日
㈯
～
11
月
30
日
㈬

※
調
整
会
議
に
参
加
す
る
に
は
、

利
用
団
体
登
録
が
必
要
で
す

六
日
町
地
域
体
育
施
設

日
６
月
７
日
㈫　
午
後
７
時
～

会
市
民
会
館 

多
目
的
ホ
ー
ル

塩
沢
地
域
体
育
施
設

日
６
月
８
日
㈬　
午
後
７
時
～

会
塩
沢
公
民
館
１
階 

講
堂

大
和
地
域
体
育
施
設

日
６
月
９
日
㈭　
午
後
７
時
～

会
大
和
公
民
館
２
階 

大
会
議
室

問 

商
工
観
光
課 

観
光
交
流
班

　
☎
７
７
３
・
６
６
６
５

　
八
海
山
ロ
ー
プ
ウ
ェ
ー

　
☎
７
７
５
・
３
３
１
１

八
海
山
ロ
ー
プ
ウ
ェ
ー

南
魚
沼
市
民
割
引

　
今
年
度
か
ら
、
毎
年
行
っ
て
い

た
市
民
優
待
利
用
券
の
発
行
を
取

り
や
め
、
利
用
時
に
市
民
で
あ
る

こ
と
を
証
明
で
き
る
運
転
免
許
証
、

健
康
保
険
証
な
ど
の
提
示
の
み
で

市
民
割
引
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

※
利
用
者
ご
と
に
証
明
書
の
提
示

が
必
要
。
他
の
割
引
と
の
併
用

不
可

市
民
割
引
期
間

　
５
月
21
日
㈯
～
11
月
６
日
㈰

市
民
割
引
時
の
往
復
料
金

　
（［　
］
内
は
一
般
料
金
）

５
月
21
日
㈯
～
９
月
30
日
㈮

　
大
人
１
，０
０
０
円
［
２
，２
０

０
円
］、
小
学
生
以
下
５
０
０

円
［
１
，１
０
０
円
］

10
月
１
日
㈯
～
11
月
６
日
㈰

　
大
人
１
，５
０
０
円
［
２
，４
０

０
円
］、
小
学
生
以
下
７
５
０

円
［
１
，２
０
０
円
］

乗
車
受
付
時
間

①
月
～
金
曜
日
（
祝
日
を
除
く
）

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
３
時
30

分
（
下
り
最
終 

午
後
４
時
発
）

②
土
・
日
曜
日
、
祝
日　

　
午
前
８
時
～
午
後
４
時
（
下
り

最
終 

午
後
４
時
30
分
発
）

※
６
月
24
日
㈮
ま
で
と
10
月
31
日

㈪
～
11
月
６
日
㈰
は
、
①
の
時

間
で
運
行

問 

総
務
課 

防
災
庶
務
班

　
☎
７
７
３
・
６
６
６
０

緊
急
告
知
Ｆ
Ｍ（
防
災
）

ラ
ジ
オ
の
起
動
試
験
を

実
施
し
ま
す

　
緊
急
告
知
Ｆ
Ｍ
（
防
災
）
ラ
ジ

オ
の
定
期
的
な
起
動
試
験
は
毎
月

１
日
と
15
日
に
実
施
し
て
い
ま
す

が
、
そ
の
他
に
次
の
日
程
で
実
施

し
ま
す
。

日
５
月
18
日
㈬
、
８
月
10
日
㈬
、

11
月
16
日
㈬
、
令
和
５
年
２
月

15
日
㈬
の
午
前
11
時

起
動
試
験
の
流
れ

①
自
動
で
信
号
を
受
信
し
、
電
源

が
入
り
ま
す

②
試
験
放
送
が
流
れ
ま
す

③
最
後
に
停
止
の
信
号
を
自
動
で

受
信
し
、
電
源
が
落
ち
ま
す

注
意
事
項

　
試
験
は
す
べ
て
自
動
で
行
わ
れ

る
た
め
、
操
作
は
必
要
あ
り
ま
せ

ん
。
た
だ
し
、
停
電
時
で
も
起
動

す
る
よ
う
に
日
ご
ろ
か
ら
コ
ン
セ

ン
ト
に
つ
な
い
で
充
電
し
て
く
だ

さ
い
。
自
動
で
起
動
し
な
い
、
音

が
出
な
い
な
ど
の
不
具
合
が
あ
り

ま
し
た
ら
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
本
紙
に
掲
載
し
て
い
る
各

種
イ
ベ
ン
ト
な
ど
は
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
、

中
止
や
延
期
、
内
容
が
変
更

と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
最
新
の
情
報
は
、
各
お
問

い
合
わ
せ
先
に
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

ご
厚
意
に
感
謝
し
ま
す

　
株
式
会
社
ダ
イ
ナ
ム
様
か

ら
、
衛
生
管
理
な
ど
の
た
め
、

市
内
の
す
べ
て
の
市
立
小
学

校
に
光
触
媒
ス
プ
レ
ー
を
ご

寄
付
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
ご
厚
意
に
沿
う
よ
う
、
有

効
に
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

問
 
問合せ 申 申込み 日 日時

会
 
会場　 期 期間　 時 時間

対 対象　 資 資格　 定 定員
費 費用　 〆 締切　 内 内容
講 講師　 持 持ち物 他 その他
Ｆ ファックス　  メール
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問
・
申 

総
務
課 

人
事
係

　
☎
７
７
３
・
６
６
６
０

南
魚
沼
市
職
員
募
集

　
「
令
和
５
年
４
月
採
用 

南
魚
沼
市
職
員

採
用
一
般
行
政
職
・
土
木
職
・
資
格
免
許

職
試
験
」
を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

職
種
・
採
用
予
定
人
員

一
般
行
政
職
試
験

　
①
一
般
行
政
Ⅰ　
５
人
程
度

　
②
一
般
行
政
Ⅱ　
２
人
程
度

土
木
職
試
験

　
③
土
木
技
師　
１
人
程
度

資
格
免
許
職
試
験

　
④
保
健
師　
３
人
程
度

　
⑤
保
育
士　
１
人
程
度

資
①
②
は
、
平
成
２
年
４
月
２
日
～
平
成

13
年
４
月
１
日
に
生
ま
れ
た
人

　
③
は
、
平
成
４
年
４
月
２
日
～
平
成
13

年
４
月
１
日
に
生
ま
れ
た
人

　
④
は
、
平
成
２
年
４
月
２
日
～
平
成
13

年
４
月
１
日
に
生
ま
れ
、
保
健
師
の
資

格
を
有
す
る
か
、
取
得
見
込
み
の
人

　
⑤
は
、
平
成
２
年
４
月
２
日
～
平
成
15

年
４
月
１
日
に
生
ま
れ
、
保
育
士
の
資

格
を
有
す
る
か
、
取
得
見
込
み
の
人

共
通
事
項　
地
方
公
務
員
と
し
て
の
欠
格

事
項
に
該
当
し
な
い
な
ど

※
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

１
次
試
験

試
験
科
目

①
③
④
⑤
：
教
養
試
験
、
専
門
試
験
、
性

格
特
性
検
査

②
：
教
養
試
験
、
性
格
特
性
検
査

※
①
③
の
教
養
試
験
は
、
大
学
卒
業
程
度

の
公
務
に
必
要
な
幅
広
い
知
識
、
関
心
、

思
考
力
の
検
証
を
目
的
と
す
る
試
験

　
②
④
⑤
の
教
養
試
験
は
、
高
校
卒
業
程

度
の
公
務
に
必
要
な
幅
広
い
知
識
、
関

心
、
思
考
力
の
検
証
を
目
的
と
す
る
試

験
日
７
月
10
日
㈰

会
新
潟
県
自
治
会
館
〔
新
潟
市
中
央
区
新

光
町
４
‐
１
〕

結
果
通
知　
８
月
上
旬
に
受
験
者
へ
郵
送

で
結
果
を
通
知
し
ま
す
。

※
合
格
者
の
受
験
番
号
を
、
市
掲
示
板
と

市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
ま
す

２
次
試
験

試
験
内
容　
面
接
試
験
、
グ
ル
ー
プ
討
論

日
９
月
下
旬

最
終
合
格
通
知　
10
月
中
旬

合
格
か
ら
採
用
ま
で

　
こ
の
試
験
に
よ
る
採
用
は
、
最
終
合
格

者
の
中
か
ら
決
定
す
る
も
の
で
、
令
和
５

年
４
月
１
日
を
採
用
日
と
し
ま
す
。

受
験
手
続

受
験
申
込
書
配
置
場
所　
総
務
課
、大
和・

塩
沢
市
民
セ
ン
タ
ー
（
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）

※
郵
送
希
望
者
は
、
郵
便
切
手
84
円
（
速

達
希
望
は
要
加
算
）
を
貼
付
し
た
返
信

用
封
筒
を
同
封
し
、
請
求
し
て
く
だ
さ

い

受
験
申
込
書
の
提
出

　
受
験
申
込
書
に
所
要
事
項
を
記
入･

署

名
し
、
申
込
日
前
６
か
月
以
内
に
撮
影
し

た
写
真
３
枚
（
縦
４
㎝
、
横
３
㎝
、
裏
面

に
記
名
、
１
枚
は
申
込
書
に
貼
付
）
を
添

え
て
、
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

　
郵
送
の
場
合
は
、
簡
易
書
留
で
ご
送
付

く
だ
さ
い
。

〆
６
月
９
日
㈭

※
郵
送
の
場
合
は
、
締
切
日
必
着

提
出
（
郵
送
）
先

　
〒
９
４
９
‐
６
６
９
６

　
南
魚
沼
市
六
日
町
１
８
０
‐
１

　

南
魚
沼
市
役
所 

総
務
部 

総
務
課 

人

事
係

他
日
程
な
ど
を
変
更
す
る
場
合
は
、
市

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
お
知
ら
せ
し
ま
す

そ
の
他
の
職
員
採
用
試
験

「
令
和
５
年
４
月
採
用 

南
魚
沼
市
職
員
採

用
一
般
事
務
職
・
資
格
免
許
職
・
社
会
人

基
礎
・
消
防
職
試
験
」
の
実
施
予
定

　
①
一
般
事
務

　
②
一
般
事
務
（
障
が
い
者
枠
）

　
③
社
会
福
祉
士

　
④
管
理
栄
養
士

　
⑤
臨
床
心
理
士

　
⑥
民
間
経
験
者
枠
一
般
行
政

　
⑦
消
防
職

１
次
試
験

日
９
月
18
日
㈰

試
験
科
目　

　
教
養
試
験
、
作
文
、
適
性
検
査
な
ど

一
般
事
務
［
障
が
い
者
枠
］
の
要
件
（
す

べ
て
満
た
す
こ
と
）

・
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
い
ず
れ
か
の

交
付
を
受
け
て
い
る

・
介
護
な
し
で
職
務
を
遂
行
で
き
る

・
通
常
の
活
字
印
刷
に
よ
る
出
題
と
口
述

に
よ
る
面
接
試
験
に
対
応
で
き
る

※
詳
し
く
は
、
市
報
７
月
15
日
号
と
市

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
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問 

Ｊ
Ｒ
東
日
本
お
問
い
合
せ
セ
ン
タ
ー

　
（
受
付
時
間：午
前
６
時
～
午
前
０
時
）

　
☎
０
５
０
・
２
０
１
６
・
１
６
０
０

　
Ｊ
Ｒ
東
日
本
専
用
ダ
イ
ヤ
ル（
設
置

期
間
：
５
月
30
日
㈪
～
６
月
５
日
㈰
）

　
☎
０
５
０
・
２
０
１
６
・
１
６
０
９

新
潟
駅
在
来
線
全
線
高
架
化
工
事

に
伴
う
列
車
運
休・バ
ス
代
行
輸
送

　
新
潟
駅
〔
新
潟
市
〕
で
は
、
在
来
線
の

全
線
高
架
化
工
事
を
行
う
た
め
、
信
越
線

と
白
新
線
の
一
部
の
区
間
で
運
転
を
見
合

わ
せ
ま
す
。
運
転
を
見
合
わ
せ
る
区
間
で

は
、
バ
ス
に
よ
る
代
行
輸
送
を
行
い
ま
す
。

特
急
（
い
な
ほ
、
し
ら
ゆ
き
）・
快
速
列

車
な
ど
で
も
運
休
と
時
刻
変
更
が
あ
り
ま

す
。
ご
利
用
の
際
は
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

日
６
月
４
日
㈯　
終
日

　
（
列
車
の
時
刻
変
更
、
運
休
区
間
と
バ

ス
代
行
輸
送
の
区
間
や
時
間
は
、
線
区

に
よ
り
異
な
り
ま
す
）

※
詳
し
く
は
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い

問
・
申 

市
ス
ポ
ー
ツ
協
会
事
務
局

　
（
市
民
会
館
内
）

　
☎
７
７
３
・
６
６
３
０

南
魚
沼
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会
主
催
講

習
会「
熱
中
症
予
防
対
策
に
つ
い
て
」

　
以
前
参
加
し
た
こ
と
が
あ
る
人
や
初
め

て
参
加
す
る
人
な
ど
、
だ
れ
で
も
大
歓
迎

で
す
。
熱
中
症
に
つ
い
て
正
し
く
学
び
ま

し
ょ
う
。

日
５
月
26
日
㈭　
午
後
７
時
～
９
時

会
南
魚
沼
市
消
防
本
部
２
階 

大
会
議
室

〔
竹
俣
〕

定
20
人
（
先
着
順
）

費
無
料

〆
５
月
25
日
㈬

講
南
魚
沼
市
消
防
本
部
の
救
急
救
命
士

持
筆
記
用
具

問 
社
会
教
育
課 

生
涯
学
習
班

　
☎
７
７
３
・
６
６
１
０

心
豊
か
な
子
育
て
教
室 

令
和
４

年
度
開
講
式
「
わ
く
わ
く
演
奏
会
」

　
令
和
４
年
度
心
豊
か
な
子
育
て
教
室
の

開
講
式
を
開
催
し
ま
す
。
市
内
在
住
の
音

楽
家 

橘
光
一
さ
ん
に
よ
る
楽
し
い
演
奏

会
を
、
ぜ
ひ
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

日
６
月
18
日
㈯　
午
前
10
時
～
11
時
（
受

付
：
午
前
９
時
30
分
～
）

会
市
民
会
館 

多
目
的
ホ
ー
ル

対
０
歳
～
入
園
前
の
乳
幼
児
と
そ
の
保
護

者
・
家
族
な
ど

定
15
組
（
先
着
順
、
１
組
３
人
ま
で
申
込

み
可
）

費
１
人
10
円
（
保
険
料
）

申
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み
取
り
、
申
込
み

フ
ォ
ー
ム
か
ら
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

申
込
期
間　
５
月
16
日
㈪
～
５
月
26
日
㈭　

午
後
４
時

問
・
申 

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎
７
７
２
・
７
７
５
４

子
育
て
支
援
学
習
会

　
親
子
で
楽
し
く
参
加
で
き
る
学
習
会
を

開
催
し
ま
す
。
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
６
月
４
㈯　
午
前
10
時
～
11
時
30
分

会
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー 

子
育
て
の
駅

「
ほ
の
ぼ
の
」
ふ
れ
愛
広
場

対
未
就
学
児
と
母
親

定
10
組
（
先
着
順
）

内
チ
ャ
イ
ル
ド
カ
ッ
ト
講
座
（
子
ど
も
の

ヘ
ア
カ
ッ
ト
や
、
日
ご
ろ
の
ヘ
ア
ケ
ア

の
ポ
イ
ン
ト
を
学
び
ま
す
）

講
訪
問
美
容
師 

野
澤
千ち

愛あ
き

さ
ん

申
開
催
日
の
前
日
ま
で
に
電
話
で
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

問 

農
林
課 

農
業
振
興
係

　
☎
７
７
３
・
６
６
６
３

サ
ル
被
害
防
止
パ
ト
ロ
ー
ル
を

始
め
ま
す

　
市
内
で
多
発
し
て
い
る
ニ
ホ
ン
ザ
ル
に

よ
る
農
作
物
へ
の
被
害
を
防
ぐ
た
め
に
、

サ
ル
被
害
防
止
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
ま

す
。

　
パ
ト
ロ
ー
ル
で
は
各
種
許
可
を
受
け
た

実
施
隊
員
（
猟
友
会
員
）
が
猟
銃
を
携
帯

し
ま
す
。
ニ
ホ
ン
ザ
ル
の
出
没
状
況
を
調

査
し
な
が
ら
、
緊
急
的
に
必
要
な
場
合
に
、

周
囲
の
安
全
を
確
保
し
た
上
で
、
ロ
ケ
ッ

ト
花
火
や
猟
銃
を
使
用
し
て
追
い
払
い
な

ど
を
行
い
ま
す
。

　
追
い
払
い
な
ど
の
実
施
時
に
は
破
裂
音

や
射
撃
音
が
発
生
し
ま
す
が
、
ご
理
解
を

お
願
い
し
ま
す
。

期
６
月
１
日
㈬
～
11
月
30
日
㈬
（
祝
日
を

除
く
、
月
～
金
曜
日
）

時
午
前
８
時
～
正
午
（
出
没
状
況
に
よ
っ

て
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

実
施
地
区　
市
内
の
ニ
ホ
ン
ザ
ル
出
没
地

区
（
猟
銃
の
使
用
は
山
際
に
限
る
）

実
施
人
員　
大
和
・
六
日
町
・
塩
沢
の
各

地
域
１
人
ず
つ

　
パ
ト
ロ
ー
ル
期
間
中
は
、
調
査
し
た
ニ

ホ
ン
ザ
ル
の
出
没
情
報
を
メ
ー
ル
で
配
信

し
ま
す
。
配
信
を
希
望
す
る
人
は
、
次
の

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
に
、「
サ
ル
出
没
メ
ー

ル
配
信
希
望
」
と
件
名
を
入
力
し
、
送
信

し
て
く
だ
さ
い
。

nougyou@
city.

　

m
inam

iuonum
a.lg.jp　
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　第４次男女共同参画基本計画（案）について、２月18日㈮～３月14日㈪にパブリックコメントを行っ
た結果、２件（１人）の意見がありました。提出された意見の概要とそれに対する市の考え方を公表します。
意見の一部を計画案に反映して、男女共同参画推進委員会で審議を行い、５月末に計画を策定する予定です。

意見の概要 市の考え方（対応）
　性的マイノリティ（注１）は、当事者以外への啓
もう・啓発や、パートナーシップ宣誓制度（注２）
も必要だと考える。
（施策の基本的方向㉓　性的マイノリティ当事者への
理解・啓発）

　性的マイノリティは、ご意見のとおり、社会
全体の理解促進が必要と考えていますので、施
策の基本的方向㉓について修正します。
　パートナーシップ宣誓制度は、計画には掲載
しませんが、性的マイノリティの人に対する支
援として今後検討していく予定です。

　具体的な目標で「性的マイノリティの人に対する
正しい知識の啓発」とあるが、「性的マイノリティの
人に正しい知識を与える」と読むことができ、違う
意味に捉えられてしまうと思う。
（施策の基本的方向㉓　【具体的な目標と取組内容】）

　性的マイノリティは、社会全体の理解促進が
必要であり、啓発に取り組んでいくという意図
で具体的な目標を「性的マイノリティの人に対
する正しい知識の啓発」としましたが、ご意見
のとおり、違う意図で伝わる表現となっている
ため修正します。

（注１）性的マイノリティ：同性愛者や自分の性別に違和感を覚える人などのこと
（注２）パートナーシップ宣誓制度：自治体が同性同士のカップルを婚姻に相当する関係と認め、証明書を発行する制度

第４次男女共同参画基本計画（案）
パブリックコメント（意見募集）の結果

問 企画政策課　☎773・6672

問 

福
祉
課 

厚
生
福
祉
係

　
☎
７
７
３
・
６
６
６
７

全
国
戦
没
者
追
悼
式

出
席
希
望
者
募
集

　
毎
年
８
月
15
日
に
開
催
さ
れ
る
全
国
戦

没
者
追
悼
式
の
出
席
者
を
募
集
し
ま
す
。

戦
没
者
の
遺
族
で
出
席
を
希
望
す
る
人
は
、

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

期
８
月
14
日
㈰
・
15
日
㈪
（
１
泊
２
日
）

※
交
通
費
と
宿
泊
費
は
、
国
の
定
め
る
支

給
額
に
よ
り
国
か
県
が
負
担
し
ま
す

（
場
合
に
よ
り
、
自
己
負
担
あ
り
）

会
日
本
武
道
館
〔
東
京
都
千
代
田
区
北
の

丸
公
園
２
‐
３
〕

定
２
人
程
度
（
南
魚
沼
市
枠
）

※
応
募
者
多
数
の
場
合
は
、
選
考
・
抽
選

を
行
い
決
定
し
ま
す
。
詳
し
い
行
程
な

ど
は
、
出
席
者
に
連
絡
し
ま
す

戦
没
者
の
範
囲

　
昭
和
12
年
７
月
７
日
以
降
の
戦
争
に
よ

る
死
没
者
で
、
原
則
と
し
て
新
潟
県
に
本

籍
地
が
あ
っ
た
人

遺
族
の
範
囲

　
市
内
に
居
住
す
る
戦
没
者
の
血
族
、
戦

没
者
の
配
偶
者
の
血
族
と
こ
れ
ら
血
族
の

配
偶
者

選
考
基
準

・
過
去
の
追
悼
式
に
未
参
列
の
希
望
者
を

優
先

・
戦
没
者
１
人
に
対
し
て
、
参
列
遺
族
は

原
則
１
人

・
付
添
人
を
介
し
な
く
て
も
盛
夏
に
団
体

行
動
の
で
き
る
健
康
な
人

申
福
祉
課 

厚
生
福
祉
係
、
大
和
・
塩
沢

市
民
セ
ン
タ
ー

〆
５
月
31
日
㈫

問 

農
林
課 

農
地
林
務
係

　
☎
７
７
３
・
６
６
６
３

　
南
魚
沼
地
域
振
興
局 

農
林
振
興
部

　
☎
７
７
２
・
８
２
７
０

山
地
災
害
防
止
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　
近
年
、
山
地
の
崩
壊
、
土
石
流
、
地
す

べ
り
な
ど
の
山
地
災
害
で
、
人
命
、
財
産

に
甚
大
な
被
害
が
多
発
し
て
い
ま
す
。
県

で
は
「
爪
痕あ

と
を
見
て
知
る　
治
山
の
大
切

さ
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、
５
月
20
日
㈮
～

６
月
30
日
㈭
に
、「
山
地
災
害
防
止
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
」
を
実
施
し
ま
す
。

　
「
山
に
亀
裂
が
走
る
」「
山
か
ら
石
が
落

ち
て
く
る
」「
山
の
わ
き
水
が
止
ま
る
、

増
え
る
」「
川
が
濁
る
、
水
位
が
さ
が
る
」

「
井
戸
水
が
濁
る
」
な
ど
は
、
山
地
災
害

前
の
危
険
信
号
で
す
。

　
危
険
を
感
じ
た
ら
、
指
定
さ
れ
た
避
難

場
所
へ
避
難
し
、
災
害
が
起
こ
っ
た
ら
、

す
ぐ
に
１
１
０
番
か
１
１
９
番
に
通
報
し

ま
し
ょ
う
。

　

普
段
か
ら
家
族
や
地
域
で
話
し
合
い
、

危
険
場
所
や
避
難
場
所
を
確
認
し
て
お
き

ま
し
ょ
う
。
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問 
保
健
課 

保
健
業
務
班

　
☎
７
７
３
・
６
８
１
１

世
界
禁
煙
デ
ー
・
禁
煙
週
間

　
５
月
31
日
は
、
世
界
保
健
機
関
（
Ｗ
Ｈ

Ｏ
）
が
定
め
る
「
世
界
禁
煙
デ
ー
」、
５

月
31
日
㈫
～
６
月
６
日
㈪
は「
禁
煙
週
間
」

で
す
。

　

た
ば
こ
か
ら
出
る
煙
（
副
流
煙
）
は
、

喫
煙
者
が
た
ば
こ
か
ら
吸
う
煙（
主
流
煙
）

よ
り
発
が
ん
性
物
質
な
ど
の
有
害
物
質
が

何
倍
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
吸
わ

な
い
人
へ
の
配
慮
が
重
要
で
す
。

　
「
世
界
禁
煙
デ
ー
」
を
き
っ
か
け
に
禁

煙
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
、
職
場
や
地
域
の
禁

煙
対
策
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

喫
煙
に
よ
る
健
康
へ
の
影
響

喫
煙
者
本
人　
が
ん
、
慢
性
閉
塞
性
肺
疾

患
（
Ｃ
О
Ｐ
Ｄ
）、
脳
卒
中
、
歯
周
病
、

ぜ
ん
そ
く
、
肺
炎
、
心
筋
梗
塞
、
そ
の

他
（
高
血
圧
、
動
脈
硬
化
、
糖
尿
病
な

ど
）

周
囲
へ
の
健
康
被
害　
脳
卒
中
、
肺
が
ん
、

虚
血
性
心
疾
患
、
臭
気
・
鼻
へ
の
刺
激

感
、
妊
娠
・
出
産
へ
の
影
響
（
早
産
、

低
出
生
体
重
、
胎
児
発
育
遅
延
）

子
ど
も
へ
の
影
響　
乳
幼
児
突
然
死
症
候

群
（
Ｓ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
）、
ぜ
ん
そ
く
、
呼
吸

器
症
状
、
う
蝕し
ょ
く、

中
耳
疾
患
な
ど

禁
煙
治
療
が
受
け
ら
れ
る
医
療
機
関
の
相

談
は
保
健
課
へ

　
市
内
に
は
、
健
康
保
険
を
使
っ
て
禁
煙

治
療
が
受
け
ら
れ
る
医
療
機
関
が
あ
り
ま

す
。
保
健
課
で
は
該
当
す
る
医
療
機
関
を

紹
介
し
て
い
ま
す
。
禁
煙
の
意
志
が
あ
る

人
は
、
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

受
動
喫
煙
に
関
す
る
相
談
先

南
魚
沼
地
域
振
興
局 

健
康
福
祉
環
境
部

（
南
魚
沼
保
健
所
）

　
☎
７
７
２
・
８
１
３
７

厚
生
労
働
省 

受
動
喫
煙
対
策
に
係
る

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
１
２
０
・
３
５
７
・
２
８
５

問 
上
田
ふ
る
さ
と
協
議
会

　
（
上
田
地
区
セ
ン
タ
ー
）

　
☎
７
８
２
・
５
３
０
１

第
13
回
登
川
清
流
ジ
ョ
ギ
ン
グ

大
会
の
中
止

　
６
月
に
開
催
を
予
定
し
て
い
た
第
13
回

登
川
清
流
ジ
ョ
ギ
ン
グ
大
会
は
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
防
止
の
た
め

中
止
し
ま
す
。

問
・
申 

生
涯
ス
ポ
ー
ツ
課

　
☎
７
７
３
・
６
６
３
０

第
18
回
南
魚
沼
市
長
杯
ジ
ュ
ニ
ア

ジ
ャ
ン
プ
大
会 

参
加
者
募
集

　

今
年
で
18
回
目
の
伝
統
あ
る
大
会
を
、

初
心
者
で
も
挑
戦
し
や
す
い
五
日
町
シ
ャ

ン
ツ
ェ
で
開
催
し
ま
す
。
広
大
な
南
魚
沼

の
自
然
の
中
で
躍
動
す
る
選
手
の
勇
姿
を
、

ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

日
６
月
19
日
㈰

会
市
営
五
日
町
シ
ャ
ン
ツ
ェ
（
ス
モ
ー
ル

ヒ
ル
、
Ｋ
＝
25
ｍ
）

種
目　
ス
ペ
シ
ャ
ル
ジ
ャ
ン
プ

組
別

男
子
の
部
：
小
学
１
～
４
年
生
の
部
、
小

学
５
・
６
年
生
の
部
、
中
学
生
の
部

女
子
の
部
：
小
学
生
の
部
、
中
学
生
の
部

費
１
人
１
，０
０
０
円

※
納
入
後
の
返
金
は
し
ま
せ
ん

〆
５
月
31
日
㈫

他
選
手
は
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用
し
、
ジ
ャ

ン
プ
ス
キ
ー
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　
当
日
は
観
客
用
駐
車
場
を
設
け
ま
せ
ん
。

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

〒949-6611 南魚沼市坂戸372
ディスポート南魚沼内
申 スポパラ　　  ☎773・3210
　 ディスポート  ☎773・6620

第２期 ベビーマッサージ教室
　赤ちゃんとの肌の触れ合いを体感し、親子の絆を深めよう。
※講師が赤ちゃんに直接触れることはありません
日６月２日、９日、16日、23日、30日の木曜日　10：30 ～ 12：00（全５回）
対 生後２か月～ハイハイ前の乳児と母親　定８組（先着順、最少催行４組）
受講料　会員：無料、一般：4,500円（会員、一般ともに別途材料費500円）
受付　５月17日㈫　9：00 ～　

公益財団法人南魚沼市文化スポーツ振興公社 スポーツ振興係
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　南魚沼市地下水の採取に関する条例一部改正（案）について、３月４日㈮～４月１日㈮にパブリックコ
メントを行った結果、14件（４人）の意見がありました。提出された意見の概要とそれに対する市の考
え方を公表します。寄せられた意見を反映させた条例の改正案を、南魚沼市地下水対策委員会に諮り、答
申を踏まえたうえで、議会に提出する予定です。

意見の概要 市の考え方（対応）

　長期間井戸を使用するために、水中ポンプと
ケーシング管内径の間隔は維持管理上、最低25
㎜以上が望ましい。ケーシングの腐食や、水中
ポンプ胴周囲のさびでポンプを引き上げられな
いといったトラブルを起こさないためにもケー
シング口径の基準を見直すことが大切だと考え
る。

　条例別表第３で揚水機の吐出口径に応じたケー
シング口径を区分していますが、ケーシングの材
質や掘削の方法などの理由で、条例で規定するケー
シング口径では施工できない申請案件が確認され
ています。揚水量に大きな影響はないと考えられ
ますので、施工に支障が出ない選定ができるよう
ケーシング口径の基準を見直します。

　地域ごとの地盤沈下の状況、推移について公
表してもらいたい。

　重点区域内は、毎年９月に新潟県と市の共同で、
水準測量を実施して地盤沈下量を計測しています。
調査結果は、翌年３月に新潟県ウェブサイトで公
表しています。市ウェブサイトからも調査結果を
確認できるように対応しました。

　事情により、井戸設置許可申請時にさく井施
工業者が未定の場合でも申請を受け付けてほし
い。

　市内の井戸設置工事などは、市に登録されてい
る施工業者が実施することで、適正な施工や手続
きが行われていると考えています。許可申請時に
は、市に登録されている施工業者を選定してもら
うようにお願いします。

　南魚沼市地下水対策委員会の委員名簿や選考
基準、審議内容を公開してほしい。

　委員名簿や委員会の審議内容は、情報公開条例
に基づく公開請求で公開が可能です。なお、地下
水対策委員の選考基準の規定はありません。

　地盤沈下に影響がないと思われる地域や広い
敷地の家屋などは、現在の規制では水量不足に
なることがあるため、人力で除雪をする必要が
あり、除雪ができない人などの生活に支障が生
じている。消雪対象面積に応じた水量の改正が
必要と考える。

　重点区域から離れた地域であっても、過剰な揚
水は当該区域や他の地域に影響が生じる恐れがあ
ります。条例では、全市民が節水を実行し、地盤
沈下を抑制していくことを理念としています。そ
の他区域でも、新規掘削は一定の抑制が必要であ
ると考えていますので、ご理解をお願いします。

　許可水量の算出方法は建築面積を対象として
いるが、新築住宅は建築面積が少ないため吐出
口径は32㎜となる案件が多くなっている。（その
他区域に関する意見）

南魚沼市地下水の採取に関する条例一部改正（案）
パブリックコメント（意見募集）の結果

問 環境交通課　☎773・6666
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意見の概要 市の考え方（対応）

　単位面積当たりの消雪必要散水量0.45L/分に
ついて、河川の伏流水が混じる地域の地下水温
は低く、より多くの散水量を必要とするため、地
下水温に応じた必要散水量に改正するべき。

　地下水温は地域や井戸構造により変化するため、
公共用井戸の地下水温の平均値12℃を必要散水量
算定の係数に用いています。井戸ごとに地下水温を
考慮するには、掘削後やポンプ引上げ後に地下水温
を測定して必要散水量を判定することとなり、井戸
を速やかに設置することに支障が生じると考えら
れます。そのため、実際の地下水温から必要散水量
を算定することは難しいと考えています。

　地下水温が低い地域では、消雪散水の機能が
働かない実情がある。

　許可水量について、吐出口径25㎜以下、32㎜
以下、40㎜以下の区分があるが、50㎜以下に統
一してほしい。また、重点区域内の住宅用も50
㎜以下としてほしい。

　節水のため、許可水量に応じた吐出口径を25㎜
から段階的に区分することで揚水量の抑制を図っ
ていますので、ご理解をお願いします。
　地盤沈下が進行している重点区域内の住宅用地
は、吐出口径の上限を32㎜以下としており、規定
の変更は考えていません。

　市全体での節水で揚水量を削減し、地盤沈下
の進行を遅らせるという根拠のない理屈により、
その他区域にも不要な規制を強いていることに
大きな問題がある。その他区域は一定規模以上
の工場や施設などの場合のみ、周辺への科学的
な影響調査を実施して調整するだけでよく、手
続きは届け出に見直すべき。

　条例の目的である、地盤沈下の抑制と生活環境
の保全のために条例改正を進めています。地下水
は、一部の地域の過剰な揚水でも他の地域に渇水
などの影響が生じる恐れがあります。影響調査を
実施しても、具体的な判定をすることは困難と考
えます。手続きは地下水の保全のため、無許可で
の行為に対して是正措置の命令や罰則を行うこと
を鑑みて、変更は考えていません。

　その他区域は増加掘削を認めても問題ないが、
重点区域内は地盤沈下などの公害対策のため、緩
和すべきでない。

　重点区域内には40ｍ前後の井戸が集中している
ため、より深い層（60ｍ以深）から取水することで、
地盤沈下の抑制が期待できると考えています。重
点区域内の同口径の揚水機の更新許可についても、
60ｍ以深への転換が進むことを目的としています。

　「井戸の規制は事業継続に支障が見込まれる」
とあるが、地下水でなければ事業活動が困難だ
とする規制解除に都合の良い解釈と感じられる。
井戸の規制を解除するのではなく、除雪費の補
助を予算化してはどうか。高齢者世帯に対する
助成にもなると思う。

　条例の趣旨を鑑み、生活環境の保全のために条
例改正を進めています。
　除雪費の補助については、高齢者と要配慮世帯
を対象に除雪援助事業を行っています。

　揚水機の口径に対する最大許可水量が水中ポ
ンプの最大能力に匹敵し、余裕がないため、水
量不足になっている。魚沼市と比べると、許可
水量に対する揚水機の口径が厳しすぎるため、最
低限の消雪が可能である数値に改正してほしい。

　許可水量の区分に対応する揚水機の口径につい
ては、複数のメーカーのポンプ能力を参考にして
定めています。市内で主に使用されているポンプ
メーカーの仕様を確認し、より実情に近い能力に
応じた適正な区分となるよう見直しを行います。

　既設井戸と同一規格の井戸の堀替えやポンプ
交換を認めた場合、新規に掘削する人との不公
平感が増す。その他区域では、新規、更新とも
魚沼市の算出方法を用いれば問題は少なくなる
と思う。

　今回の改正案は、既設の井戸の故障などで必要
となる改修費用や新たな設備投資による事業の継
続・生活への支障を考慮し、生活環境の保全を目
的としています。既設井戸と同規格の井戸であれ
ば総揚水量に変化はありませんが、新規の掘削は
総揚水量の純増となるため、市の条例による地盤
沈下の抑制が必要であると考えています。
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救急医療のかかり方
①電話をかける
　次の病院に症状を伝えてください。重症（意識
がないなど）の場合は、119番で救急車を呼んで
ください。
・南魚沼市民病院  …………………  ☎788・1222
・魚沼基幹病院  ……………………  ☎777・3200
・齋藤記念病院（脳神経外科救急）…  ☎773・5111
②電話の指示に従って受診する
　・ スタッフの状況や症状などに応じて、他の医

療機関を案内する場合があります。
　・ 緊急度や重症度の高い順に対応するため、待

ち時間が長くなる場合があります。
　・ 休日や夜間は検査や人員体制が十分ではあり

ません。できるだけ通常の診療時間内に受診
してください。

の行事

15 水 国の行政運営に関する相談
時13：00～ 15：00　会 本庁舎 南分館

19 日
猫の譲渡会（魚沼アニマルサポート）
時13：00～ 15：00　
会 イオン六日町店１階 西口階段脇

27 月 第６回農業委員会総会
時9：00～　会 大和庁舎３階 旧議場

※ 住民健診は住民健診カレンダー、乳幼児健診は乳幼児
健診カレンダーで日程をご確認ください

6

救急医療
夜間に困ったときは
　夜間に具合が悪くなったとき（発熱、頭痛、お
う吐、下痢、けがなど）にご利用ください。
時19：00 ～翌朝8：00（毎日）
新潟県救急医療電話相談　
対15歳以上
　☎025・284・7119（＃7119でも可）
新潟県小児救急医療電話相談　
対15歳未満
　☎025・288・2525（＃8000でも可）

新型コロナウイルスに関する相談
新潟県新型コロナ受診・相談センター
　☎025・256・8275、025・385・7541
　　 025・385・7634
時 毎日24時間対応（土・日曜日、祝日を含む）

問 保健課　☎773・6811

マイナンバーカード 時間外・日曜窓口
問 市民課 市民班　☎773・6661

時間外窓口（次の水曜日）　
日６月８日、22日　17：15 ～ 19：30
日曜窓口　
日６月12日、26日　8：30 ～ 12：00
共通事項　交付は、原則３日前までに予約が

必要です。（当日申込みは、お問い合わせ
ください）

申 マイナンバー受付専用電話番号
　（☎788・1780）にご連絡ください　
会 本庁舎１階 市民課
持
・通知カード（ある人）
・顔写真付きの本人確認書類１点（運転免許

証、旅券、身体障害者手帳など）
・その他の本人が確認できる書類１点（健康

保険証、年金手帳、氏名と生年月日が記載
されている診察券など。顔写真付きの本人
確認書類がない場合は２点）

・住民基本台帳カード（ある人）
・個人番号カード交付通知書（交付時のみ）

５ 日
おはなしのじかん
時11：00～ 11：30　
会 南魚沼市図書館 児童コーナー

９ 木
プラチナディＤＶＤ上映会「運慶と快慶」
時10：30～ 11：30
会 南魚沼市図書館 多目的室

18 土
読書のつどい「雨の日をたのしもう」
時10：30～ 11：00、11：15～ 11：45
会 南魚沼市図書館 多目的室

24 金 乳幼児親子おはなしの会「えほんであそぼ」
時10：00～ 11：30　会 大和公民館

25 土

ＤＶＤ上映会「ぼくは王さま しゃぼんだま
とにちようび」
時10：30～ 11：25　
会 南魚沼市図書館 多目的室

月

図書館イベント情報


